
令和４年度 第４回昭和村地域公共交通会議 

（書面開催） 

 

開催日：令和４年 11 月    

 

 

次  第 

 

議 事 

 

１．協議事項 

 

  （１）昭和村地域公共交通会議設置要綱の改正について ・・・【資料１，２】 

    ・協議事項の追加に伴う改正（区域運行の営業区域外停留所の新設）  

・参照法令等の条ズレの改正  

・書面による協議の実施に係る改正 

 

  （２）村内路線バス運行計画等の変更について ・・・・・・・【資料３～９】 

    ・中学校の一斉放課に対応した路線バスの運行について 

 

  （３）バスカードの利用終了について ・・・・・・・・・・・【資料 10，11】 

    ・老朽化に伴うバスカードの販売及び利用の終了 

 

これまでの経緯 

前回（令和４年 10 月４日開催）の第 3 回昭和村地域公共交通会議において議決を頂いた昭

和村における区域運行の導入及び既存路線バスの運行計画等の変更について、導入計画におけ

る中学校の一斉放課に対応した路線バス運行は“運行系統の新設”となり交通会議で協議が必

要となるところ、協議事項の中にお示ししていなかったことから、交通会議の中でご異議なけ

れば書面にて別途協議させて頂きたい旨を事務局から案内したものです。 

また、昭和村地域公共交通会議設置要綱において書面による協議の記載がないため、今回の

協議に併せて、書面による協議について要綱に定めるものです。 



昭和村地域公共交通会議 書面表決書 

 

令和  年  月  日  

 

 

団 体 名                 

委員氏名                 

連 絡 先                 

 

昭和村地域公共交通会議 

会長（昭和村長） 堤  盛 吉  宛 

 

 

 私は、令和４年 11 月 10 日付け昭企発第 45 号で通知のあった令和４年度第４回昭

和村地域公共交通会議における協議事項について、下記のとおり表決します。 

 

記 

 

決 議 事 項 

【協議事項１】 
昭和村地域公共交通会議設置要綱の改正について 

承認 否認 

（意見）※ご意見等がございましたらご記入ください。 

 

【協議事項２】 
村内路線バス運行計画等の変更について 

承認 否認 

（意見）※ご意見等がございましたらご記入ください。 

 

【協議事項３】 
バスカードの利用終了について 

承認 否認 

（意見）※ご意見等がございましたらご記入ください。 

 

※（１）各決議事項について「承認」「否認」いずれかに「○」をご記入ください。 
 （２）各決議事項について「承認」「否認」の両方に「○」の記入がある場合又は両方に「○」の記

入がない場合は、当該決議事項を承認したものとみなします。 

 （３）委員名は自署又は押印をお願いします。 


